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該当しない項目には二重線を引く。 

実際に届け出る日を 

記入する。 

（郵送の場合は発送日） 

＜法人の場合＞ 

次の事項を記入する。 

・法人の所在地、名称 

・代表者の職名・氏名 

＜個人の場合＞ 

事業主の住所、氏名を記入する。 

水濁法施行令別表第一の号番号

と名称を記入する。 

有害物質使用特定施設への該当

の有無をチェック☑する。 

該当しない欄には斜線を引く。 

水質汚濁防止法第 5条第 1項（特定施設設置届出書） 記載例 
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該当しない欄には斜線を引く。 

◎この記載例で説明している書類のほか、次の添付書類が必要です。 

対象者 必要となる添付書類 

全て 県別紙様式第 1「届出書の概要」 

畜産農家である場合 
県別紙様式第 2「畜産農家用別紙」 

県別紙様式第 3「農地還元承諾書」 

有害物質の保有・取扱い 

がある場合 
県別紙様式第 4「該当する有害物質の項目」 

有害物質使用特定施設又

は有害物質貯蔵指定施設

の設置がある場合 

県別紙様式第 5「構造基準等への対応」 
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  工場又は事業場内の全施設のう

ちから当該施設を特定するため

に用いている番号、名称等を記

入する。 

水濁法施行令別表第一の号番号

と名称を記入する。 

 

メーカー、型式番号等

を記入する。 

材質を記入し、構造図

（カタログ等）を添付

する。 

施設の大きさを記入 

する。 

原則として 1施設を想

定される最大作業時間

稼働させた場合の能力

を記入する。 

配置図を添付する。 

有害物質使用特定施設

に該当する場合は 

「別紙 1の 2を参照」

と記入する。 

それぞれの予定日を 

記入する。 

水濁法第 6条の規定に基づき、特定施設の使用届出を行う場合に当該特定

施設の設置年月日を記入する。 

水濁法第 5条に基づく特定施設の設置届出又は水濁法第 7条に基づく特定

施設の構造等の変更届出の場合、記入は不要である。 
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この別紙１の２は、有害物質使用特定施設を設置する場合のみ添付してください。 

別紙１の特定施設のうち、有害物質

使用特定施設に該当する施設を記入

する。 

特定施設の付帯設備を記入する。 

・配管等（配管、継手類、フランジ類、バルブ類、ポンプ設備） 

※地下設置の場合はその旨を記入する。 

・排水溝等（排水溝、排水ます、排水ポンプ等の排水設備） 

・防液堤、側溝、ためます、ステンレス鋼の受皿等 

付帯設備ごとに材質を

記入し、構造図を添付

する。 

付帯設備ごとに主要寸

法を記載する。 

配置図を添付する。 

※特定施設だけでなく

付帯設備の配置が分

かるものとする。 

付帯設備のうち、有害物質

又は有害物質を含む水が流

れない設備がある場合は、

その旨を記入する。 
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設置場所が分かる図面

を添付する。 

特定施設を含む操業の

系統（工程フロー）を

記入する。 

複雑な場合は、資料を

添付する。 

通常の使用開始・終了

時間を記入する。 

通常の１日当たりの 

使用時間を記入する。 

特定施設の使用に季節

的変動がある場合に、

その概要を記入する。 

例：10月～12月のみ

使用する。 

特定施設を含む作業工

程において使用する原

材料（消耗資材を含

む。）の種類、使用方

法及び１日当たりの使

用量を記入する。 

１日当たりの使用量

は、通常の平均的な量

を記入する。 

特定施設から排出される汚水等の水質を記入する。 

有害物質については、排水に含まれ得る全ての項目

を記入する。 

条例に定める水質排水基準が適用される場合は、

「全有機炭素」についても記入する。 

特定施設から排出され

る汚水等の量を記入す

る。 

その他の必要事項を記入する。 

有害物質使用特定施設において、有害物質を含む水を

産業廃棄物として別途処理しているなど、汚水に有害

物質が含まれない場合はその旨を記入する。 

別紙１と同じ内容を記入する。 
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  工場又は事業場内の全施設のうちから当該処理施設を

特定するために用いている番号、名称等を記入する。 

 

施設名称、メーカー、 

型式番号等を記入する。 

材質を記入し、構造図

（カタログ等）を添付す

る。 

施設の大きさを記入す

る。 

排水処理の系統（工程フ

ロー）を明記した書類を

添付する。 

汚水等の集水及び汚水等

の処理施設までの導水方

法を記入する。 

事業場の全体配置図に集

水・導水経路を赤線で明

記した図面を添付する。 

通常の使用開始・終了時

間を記入する。 

 

設置場所が分かる図面を

添付する。 

１日当たりの処理能力を

記入する。 

処理方法を具体的に記入

する。 

通常の１日当たりの 

使用時間を記入する。 

汚水等の処理施設の使用に

季節的変動がある場合に、

その概要を記入する。 

例：10月～12月のみ使用

する。 

汚水等の処理施設において中和、凝集、酸化その他の反応の用

に供する消耗資材の１日当たりの用途別使用量を記入する。 

１日当たりの使用量は、通常の平均的な量を記入する。 
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前ページの続きです。 

〇汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の汚染状態

の通常の値及び最大の値、当該汚水等の通常の量及び最大の量について記入する。 

〇「種類・項目」の欄には、当該工場又は事業場に関係する排水の汚染状態の種類・項目について記入

し、それぞれの項目について、その汚染状態の値を記入する。 

〇有害物質については、排水に含まれ得る全ての項目を記入する。 

〇条例に定める水質排水基準が適用される場合は、「全有機炭素」についても記入する。 

排水口の位置、数及び排

出先を記入する。 

汚水等の処理によって生

ずる残さの種類及び１月

間の種類別生成量並びに

その処理の方法の概要を

記入する。 
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排水口ごとの排出水の汚染状態と量を記入する。 

排水基準が定められている項目のうち、通常排水口から排出される項目

や排出されるおそれのある項目について記入する。 

有害物質については、排水に含まれ得る全ての項目を記入する。 

条例に定める水質排水基準が適用される場合は、「全有機炭素」につい

ても記入する。 

雨水専用の排水口で雨天時以外には排水がない場合、 

通常の欄に０と記入する。 

その他の必要事項を記入する。 

雨水専用の排水口がある場合は、その旨を

記入する。 

排水口ごとに名称を付

け、添付図面に記入す

る。 

工場又は事業場の全ての

排水口について記入す

る。 
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この別紙５は、日平均排水量が 50m3／日以上の工場又は事業場の場合のみ添付してください。 

○○業排水、○○製造

排水、合併処理浄化

槽、生活雑排水などと

記入する。 

排水処理後の水質を記

入する。 

排水口で「特定排出水

以外の排出水」と混合

される場合は、混合さ

れる前の水質を記入す

る。 

排水口で「特定排出水

以外の排出水」と混合

される場合は、混合さ

れる前の量を記入す

る。 

Ｑｃの値は、各保健福

祉事務所等の担当者に

事前に確認したうえで

記入する。 

通常＝通常の汚染状態×通常の水量÷1,000 

最大＝通常の汚染状態×最大の水量÷1,000 

特定排出水以外の排出水とは、次のものをいう。 

①事業活動その他の人の活動に使用されない水 

②汚濁負荷量が増加しない用途に使用された水 

例： 

間接冷却水 

ボイラーブロー水 

コンプレッサー使用水 

※処理施設に導水された後排

出される場合は特定排出水と

なる。 

※雨水の記入は不要である。 

説明の便宜上、別紙４までは日平均排水量が 50m3／日

未満の事例ですが、別紙５以降は日平均排水量が 50m3

／日以上の事例としています。 
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  窒素含有量について、 

化学的酸素要求量と同様に

記入する。 
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  りん含有量について、 

化学的酸素要求量と同様に

記入する。 
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次の内容が分かる図面を添付する。 

［図面１］ 

①工場又は事業場全体の敷地範囲と配置 

②用水系統（青色） 

③排水系統（赤色等） 

 ※特定排出水と特定排出水以外の排出水を色分けする。 

④雨水系統（緑色） 

⑤特定施設の設置場所 

⑥汚水等の処理施設の設置場所 

※各排水口の位置には、排水口番号を記入する。 

［図面２］ 

用水の工程別フロー図（工程別に使用水量を図上に記入） 

用水の使用用途を記入する。 

例：ボイラー用水、原料用水、洗浄水、冷却水など 

用水の種類を記入する。 

例：上水道、工場用水、地下水、河川水、海水など 


